
第９４号議案 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２６年９月２２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

  足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 足立区事務手数料条例（昭和３３年足立区条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２の７０の項中「第４条第２項」を「第４条第４項」に改める。 

第２条 足立区事務手数料条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２の６９の項から７８の項までの項中「薬事法」を「医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、

同表中９５の項を９７の項とし、８５の項から９４の項までを２項ずつ

繰り下げ、同表８４の項事務の欄中「薬事法施行令」を「医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、

「薬局開設又は」を削り、同項手数料の名称の欄中「薬局開設許可

証、」を削り、同項を同表８６の項とし、同表８３の項事務の欄中「薬

事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令」に改め、「薬局開設又は」を削り、同項手数料

の名称の欄中「薬局開設許可証、」を削り、同項を同表８５の項とし、

同表８２の項中「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同項を同表８４の

項とし、同表８１の項中「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同項を同

表８３の項とし、同表８０の項中「薬事法施行令」を「医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、

同項を同表８２の項とし、同表７９の項中「薬事法施行令（昭和３６年



政令第１１号）」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令」に改め、同項を同表８１の項とし、同表７

８の項の次に次の２項を加える。 

79 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行令

（昭和36年政令第11号）第

1条の5の規定に基づく薬局

開設の許可証の書換え交付 

薬局開設許可証の

書換え交付手数料 

１件につ

き 

2,500

円 

書換え申請

のとき 

80 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行令第

1条の6の規定に基づく薬局

開設の許可証の再交付 

薬局開設許可証の

再交付手数料 

１件につ

き 

3,500

円 

再交付申請

のとき 

 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２６年１

１月２５日から施行する。 

 

 （提案理由） 

薬事法等の一部改正に伴い規定を整備する必要があるので、この条例案

を提出いたします。 


